
15

はじめに　
ユニバーサル・アクセス権とは、誰もが自由に情報にアクセスできる権利をいう。

1948年、第 3回国連総会で採択された「世界人権宣言」にもコミュニケーションの
権利として謳われている１。ところがヨーロッパのスポーツ放送ではこの四半世紀、
衛星放送やケーブルテレビの普及を背景に、サッカーなど人気の高い競技の大会ほど、
有料放送事業者が放送権を獲得して独占放送を行うようになり、視聴料を支払ったご
く一部の人以外はこれを全く見られない状況が続いてきた。スポーツ情報の自由なア
クセスが国民に保障されない事態は、ユニバーサル・アクセス権の侵害だとして、ど
う規制すべきか、各国で様々な議論と取り組みが成されてきた。　
「メディアの 21世紀」に入る前後 3回の夏季オリンピック総視聴者数の推移２からも、
スポーツを観る価値観が今や、世界中に及んでいることがわかる。ならばユニバーサ
ル・アクセス権も世界共通の概念として広がっているかというと、そうではない。こ
れを保護し、独占放送に法的規制を課すのは英仏など、伝統的に公共放送中心で発展
してきた欧州国に限られる。ラジオの誕生以来、一貫して民間放送主体のアメリカ合
衆国では、国民のそうした権利を全面に掲げて自由な視聴アクセスを守らなければな
らない局面は殆ど生じなかった。欧米のこの違いは、どこから来たのか。オリンピッ
ク（以下、五輪）やサッカーのワールドカップ（以下、Ｗ杯）のように国民的関心の
高い重要行事に関して無料視聴が実現するよう、放送権の自由な売買を制限し、有料
独占放送の規制にまで踏み込むかの判断には、スポーツだけでなく、放送の果たす役
割を、その国がどう考えるかという歴史的な経緯や認識も非常に重要な要素だ。社会
に大きな影響を与える放送は、だからこそ欧州のように公共的側面の強い特殊事業で
あるとの理解に立つか、それとも米国のようにあくまで利潤追求型の民間経済活動の
一環だと捉えるのか。中村美子（1996年、2006年）のイギリスを中心とするユニバー
サル・アクセス権に係る研究では、多チャンネル化時代のスポーツ放送視聴者の権利
を守る取り組みと問題点が論じられてきた。本稿ではユニバーサル・アクセス権を巡
る欧米の考え方を、放送発展の歴史や視聴環境の変遷とも関連付けて比較考察する。
スポーツを通じて心楽しく豊かなものに接したいと願う人々の期待が、この権利概念
の前提として存在する事実は変わらない。
日本のテレビ放送は 2011年 7月、地上波とともに BSもデジタル化を果たし、有
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料の専門チャンネルが10以上登場した。新たなスポーツ放送への動きも想定される今、
この国のユニバーサル・アクセス権のあり方について概観することは、日本の放送界
がスポーツを今後、どう捉えていくかを問い直す意味でも意義深い。なぜなら欧州と
同様に公共、民間の二元体制で放送が発展してきた日本で、ユニバーサル・アクセス
権を求める議論が熱を帯びる可能性について探ることは、即ちスポーツが巷で言われ
るほど、文化として日本社会に根付いているかどうかを明らかにするのと同義だから
である。
 

第 1章　ヨーロッパのスポーツ放送とユニバーサル・アクセス権

１．権利の明記と放送権という発想について

スポーツにおけるユニバーサル・アクセス権が世界で初めて明確に定められたのは
近代スポーツ発祥国であるイギリスだ。公共放送 BBCに加え、1950年代に初の民
間放送局 ITV（Independent Television）の導入が決まり、「1954年テレビジョン法
（Television Act 1954）」が制定された。その第 7条に「放送を管轄する郵政長官は、
国民的関心事である競技やその他のイベントの放送を独占しないため、放送事業者を
規制できる」３とある。それまで BBCが（独占というよりはむしろ）単独で行ってき
た放送事業に民放が新たに参入することで、民間資金を集めて高額な放送権を取得し、
独占的放送を行う事態が想定されたからだ。それを避けようとする考えの裏には、公
共放送企業体としての BBCがラジオ時代も含めて 30年間、積み上げてきた実績とそ
れに対する社会の信頼があった。しかし、開局した ITVにイギリス全土をカバーする
ネットワークがなかった事実も重要だ（その完成は 1962年を待たねばならなかった）。
民放の規制・監督機関 ITA（Independent Television Authority 独立テレビジョン公社）
も同時に設立された。
法制定の翌 55年 3月 23日付の議会（下院）議事録４に、「放送施設（権利）

Broadcasting Facility (right) 」というタイトルの一項がある。「独占権に関する同法
第 7条に基づき、BBCと（民間放送を規制する）ITAに対しては、何らかの規制を設け、
これを実効に移さない限り、彼らはともに、公衆が見たいと願う大会の権利金額を吊
り上げようとし、それが公金の大いなる無駄遣いにつながっていくのではないか」と
いう、ある議員からの質問に対して郵政副長官代理が「規制案を出すのはまだ早すぎ
る。BBC、ITAと大会プロモーターの三者が、法の求めに応じて善意の同意書を作成
するのが妥当だ」と答弁している。タイトルにある「放送施設（権利）」とは、放送
局がスポーツ中継を手がけるようになった当初、施設使用料（Facility Fee）という
名目で大会主催者に支払っていた金員がその後、「放送権 (Broadcasting Right)」に転
じるまでの過渡的な名称である。
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放送権の概念はもともと欧州でなく、米国のスポーツビジネス的発想から生まれた。
1920年、東部ペンシルヴァニア州ピッツバーグに初のラジオ局 KDKA（後述）が誕
生した。当時、この国を最も魅了していたスポーツはボクシングで、その象徴は世界
ヘビー級王者のジャック・デンプシーだった。1921年、初の百万ドル興行になったジョ
ルジュ・カルパンチエ（フランス）とのタイトル防衛戦に集まった観客は実に 8万人（9

万人という説もある）、180万ドルを稼ぎ上げ、ラジオも初の実況中継にこぎつけてい
た。このスポーツ初中継は翌日のニューヨークタイムズでも 13面ぶち抜きで報じら
れたが、中継を行ったのは、よく言われる KDKAでなく、試合開催地ニュージャージー
州ホーボーケンにラジオ受信機メーカー、RCAが作らせた臨時ラジオ局WJYである５。
その後、ラジオ局が次第にネットワークを組んで体力をつけ、聴取者が 5千万人を
超えると、興行主側はラジオの実況による観客と収入の減少に対して、局側に苦言を
呈するようになった。1927年、結果的には引退戦になったデンプシーのシカゴでの
試合の実況を許可する代わりに、主催者は NBCに対して、実況による入場料と飲食
売り上げの減収分を補填する支払い契約を迫り、NBCもこれを承諾した。事実上の
放送権料のはじまりだが、今に残る正式な文書はない６。それはクールなビジネスと
呼ぶよりも、これから熱を帯びて始まろうとするスポーツ・シーンを前に、何が何で
もそれを伝える中継を行いたい放送局側と、収入を少しでも増やそうと考える興行主
側との互いの利害が一致を見た際に飛び出した“瞬間芸”のようなものだったと考え
る方が現実的だ。
実際、野球を含めて当時、スポーツ大会の主催者や現場はラジオをきわめて嫌って
いた。「オーナーや監督サイドは中継が入ることに当初、相当な抵抗感を持っていた。
というのも、実況されることで入場者が減って行くのではとの恐れを持っていたからだ
が、まもなくラジオの忠実なリスナーたちが、あらゆる種類のスポーツ中継に耳を傾け
ようと、何人も一緒に家庭のラジオ受信機の前に定期的に陣取るようになった。」７主催
者がそう願うよりも遥かに早い時期から、大衆の方がスポーツに魅力を見出し、中継
の虜になっていったのだ。ならば、その動きを広める役割を果たした放送メディアを
今さら、排除しようと躍起になるより、そちらとも相応のビジネスを行う方が賢明で
はないか、と現場が発想を切り替えていったのである。
それから 30年以上が経過し、イギリスにもテレビ時代が到来した。初の民放登場
を前に、放送権の高騰に対する懸念は現実のものになりつつあった。たとえばウィン
ブルドンテニスの場合、1946年に約 1ポンド（ラジオ）と 150ポンド（テレビ）だっ
た放送権料は 1952年に双方合わせて 1250ポンド、その 3年後の 1955年には 5000

ポンドへと跳ね上がる様相を見せていた８。先の本会議録のやり取りからも、この高
騰がスポーツ組織の地位をさらに強め、放送権が彼らの言い値になっていってしまう
のでは、との危機感が読み取れる。こうした状況下、BBCや ITAの同意を得るとい
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う条件で、放送を所管する郵政長官は「公衆が見たいと願う大会（the events which 

the public will wish to see）」に関しては独占放送を認めず、誰もが必ず無料放送で楽
しめるように、と国民的行事に指定したのである。指定を受けたのはサッカーの FA

カップ決勝、競馬のダービーとグランド・ナショナル、ウィンブルドン、クリケット
の英代表戦、オリンピック、ザ・ボート・レース（テムズ川を舞台にロンドンの春の
風物詩として名高いオックスフォード・ケンブリッジ両大学対抗競漕大会）など 10

種類の大会だった９。国民のユニバーサル・アクセス権の保護を目的とした放送に対
する規制の導入である。

２．激動の 1990 年代～多チャンネル化とBスカイ B

54年テレビジョン法の趣旨はその後の放送法にも引き継がれ、ケーブルテレビの登
場とともに定められた 84年ケーブル放送法では、国民的関心事であるスポーツやそ
の他の行事を初めて「特別指定行事」（listed events）と呼ぶようになり、そのリスト
の追加や削除も可能だとした (87年に見直しあり )。

1990年代に入る頃から欧州には、直接衛星放送（DBS）によって番組が各家庭に
配信される DTH(Direct To Home)やケーブルテレビなどが登場した。新しい商業放
送事業者も次々に現れて多チャンネル化の波が押し寄せ始めた。序章は 89年夏に西
ドイツ（当時）で始まった。この年のウィンブルドンで男女シングルスを制したのは、
ともに（西）ドイツ人のベッカーとグラフだった。特にベッカーは 85、86年に次い
で 3度目の優勝、2歳年下のグラフも前年の単複同時優勝に続くシングルス 2連覇で、
独テニス界はまさに黄金期を迎えていた。にもかかわらず、肝心の彼らの祖国では国
民の殆どが歓喜の瞬間に至る二人の決勝の模様をテレビで全く観ることが出来なかっ
たのだ。大会放送権を獲得した衛星・ケーブル放送の RTLが自局の契約視聴者向け
に独占放送を行っていたからだ。
スポーツの分野でも「安楽な複占（Comfortable Duopoly）」10を享受してきたイ
ギリス放送界に、それ以上の衝撃が襲来した。オーストラリア出身の「メディア
王」、ルパート・マードックが 90年、衛星テレビ放送「Bスカイ B（British Sky 

Broadcasting）」を立ち上げ、映画とスポーツの有料放送を開始したからだ。92年、
Bスカイ Bはサッカーのプレミア・リーグのテレビ独占放送権を初（92～ 93）年度
3550万ポンド（約 72億円）、続く 5年間には 3億 400万ポンド（約 620億円）とい
う前代未聞の巨額で獲得した。常識をひっくり返したのは単に金額が桁外れだったか
ら、というだけではない。国民的な人気に支えられてきたイングランド・フットボール・
リーグでも特に人気の高い 10チームに対してだけ、マードックは、これを脱退して
新たに作る「プレミア・リーグ」への参加意志があるならば、各チームで 10等分を、
としてこの金額を提示したからだ。むしろその額で新リーグを立ち上げたに等しいこ
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のいきさつは放送権交渉の域を超えていた。プレミア・リーグ創設直前に ITVが保
有していた放送権（年推定 1300万ポンド）と比較しても一気に 2.7倍という高値で、
人気の 10チームがマードックの思惑によって既存リーグから引き抜かれたのである。
年間 60試合放送（ITVが 18試合しか放送していなかった点も放送権を Bスカイ

Bに奪われた理由の一とされる）、さらに週 2回は必ず試合を生中継する。また土曜
日の夜に放送する当日分の試合のハイライト番組、Match of The Dayは取り交わさ
れた放送権契約の一部として BBCが新たに制作することになった。新たにとはいえ、
この番組は 88年に放送権が ITVに渡るまでの間、BBCがずっと作っていたもので、
その年代を知る視聴者にとってはむしろ懐かしい番組でさえあった。これを 4年ぶり
に復活させるというアイデアは、Bスカイ Bを契約していない視聴者であってもユニ
バーサル・アクセス権により、地上波の無料放送を通じて、試合の見どころだけは必
ず楽しめるよう配慮された “おこぼれ”的サービスだったが、同時にそれが Bスカイ
Bによる生中継番組の何よりの宣伝にもなっていた。こうして人気チーム揃いのプレ
ミア・リーグ見たさに契約に踏み切る視聴者は後を絶たず、加入世帯数が当初の 150

万件から3年間で一気に500万件にまで伸びたことで、BスカイB は黒字に転じていっ
た。
フランスではその頃、事態はさらに先行していた。84年以来、新しく登場した有料
テレビ、カナル・プリュス（Canal Plus）がサッカーの国内リーグ放送に乗り出し、
91年には強豪、パリ・サンジェルマン（PSG）を買い取り、オーナーにおさまってい
たからである。放送メディア企業によるスポーツクラブ所有は、放送権の自由競争に
致命的な阻害をもたらす「足がかり効果（toehold effect）」を生むとされる 11。後に
1998年、Bスカイ B が 6億 2300万ポンド（約 1246億円相当・当時）を提示して英
プレミア・リーグの常勝軍団、マンチェスター・ユナイテッドの買収に乗り出した際、
クラブの理事会も一度は承諾したものの、英国競争委員会が「（Bスカイ B は既にプ
レミア・リーグ独占放送権を手中にしている以上、）放送業界と英フットボールとの
関係に支障をきたし、混乱をもたらす」として認めなかったのも、この考え方による。
サポーターの大反対とも相まって日の目を見なかったのは周知の通り。その後、イン
グランドとウェールズのプレミア・リーグは所属クラブの 10％超の株式保有をメディ
ア企業に認めていないが、他の欧州各国リーグにはメディアとスポーツの「クロスオー
ナーシップ」を禁じる規則はない 12。
フランスでは PSG買収の翌 92年、放送の規制、監督機関である CSA（視聴覚最
高評議会 Conseil supérieur de l' audiovisuel）が「スポーツと放送に関する委員会」
を設置し、放送局の独占放送権と国民の情報に対する権利との調整を図るべく、「紳
士協定」をまとめることになった。つまり放送権獲得の自由そのものは「原則とし
て」認めつつも、調整により紳士的＝“自主的”に独占を排除するという規制を放送
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局（Canal Plus）側に求め、結果として国民のユニバーサル・アクセス権を保障する
のが趣旨であった。フランスの放送は戦後も長く国家による直接管理体制が続いてい
たが、1982年放送法により「視聴覚コミュニケーションは自由である」（第 1条）、「市
民は自由かつ多元的な（libre et pluraliste）視聴覚コミュニケーションを享受する権
利を有する」（第 2条）として漸く政治から切り離され、民間放送の参入が認められ
るようになった。同時に CSAの前身である独立機関（視聴覚コミュニケーション最
高機関＝ Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle：HACA）が設立され
たのは、選択の「自由」を保障するためには、公的機関による「規制」が必要だとす
る仏独特の考え方による。
イギリスでは、プレミア・リーグの成功を糸口に、Bスカイ Bがゴルフ、テニス、
クリケットなど国民的人気の高いスポーツの放送権を次々に獲得し、独占放送を拡大
していった。96年、ラグビーのスーパー・リーグ発足に際してマードックは 8700万
ポンドを出資する代わりに、選手の移籍に関しては自分が拒否権を持つとする条件を
つけていたことが発覚した。これでは放送だけでなく、スポーツそのものの支配にも
つながりかねない、と批判や反発が強まった。この時もサッカーのプレミア・リーグ
立ち上げの際と同様、既存の英ラグビーリーグの一部チームが脱退し、そこに仏から
1チーム（97年まで）を加えて新リーグを設立するという青写真でマードックは動い
ていた（現在はイングランド、ウェールズ、フランスの計 14チーム。08年までは 12

チーム）。選手の移動の自由を認めないことも含め、インディペンデント紙は 1996年
12月 20日付社説で「放送支配力はスポーツ支配力と区別され、切り離されるべきだ。
マードックのラグビーリーグ支配力の程度は容認しがたい。この原則が他のスポーツ
にも拡大されるのではと将来を不安視する人もいるが、現実はおそらくそうなるだろ
う。独占・合併委員会は監視すべきだ。これは公共の利害に反している。」と強い調
子で批判を展開している 13。
さらには自らの出身国 14で開催される 2000年シドニー五輪の欧州放送権として、
マードックは国際オリンピック委員会（IOC）に 20億ドルを提示して獲得を目指した。
しかし、こちらは従来通り、欧州各国の公共放送の集合体であるヨーロッパ放送連盟
（EBU）が 9億ポンド（3億 5000万ドル）で落札に成功した（第 2章で後述）。交渉
の決め手は入札金額でなく、過去の実績や番組の質の高さ、そして何より EBUがユ
ニバーサル・アクセス権の保障を最優先に欧州全土での無料放送を強調し、IOCもこ
れを重視する姿勢を貫いたことだった。それでもこうした報道が成される度に、イギ
リスでは将来、Bスカイ Bに料金を支払わなければ国民的スポーツをテレビで見るこ
とが出来なくなるのでは、との懸念が強まっていった。サッカーのプレミア・リーグ
でも 1997年から 2000年までの新たな 4年間の放送権料が 3,360億円相当と、前回
の 4倍以上もの高値で再び Bスカイ Bに渡り、有料放送の独占に規制を求める声は、
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議会も無視できないほど高まっていた。
96年 2月、上院議員のハウエル卿 15は Bスカイ Bを想定し、特別指定行事の放送
の独占は視聴番組に応じて追加的に課金するペイ・パー・ビュー（PPV）に限らず、
有料視聴の基本契約で見られるサービス全体についても禁止されるべきだとの趣旨を
放送法改正案に盛り込む提案を行った 16。この提案は指定行事のリスト作成とともに
圧倒的多数で可決された。当初、リストの候補は８あったが、ハウエル卿は「今、こ
こで行動を起こさなければ、さらに 7つの優良大会が何百万世帯のテレビから消えて
もおかしくない」として、ゴルフの全英オープンなど追加候補を具体的に挙げる熱意
を見せ、リスト作成の動きは超党派で行われた。保守党議員も「ウィンブルドンは決
勝に限らず、本戦全体を見る機会を一般大衆が逸するとしたら、次の選挙で党が 50

万票失うよりましな事態を私は想像できない」と発言した 17。こうした大会、行事は
Crown Jewel（英国王権の一部たる王冠に付された宝石類）に喩えられ、英国社会で
は非常に重要視されているという共通認識が、報道からも認められる。その後、政府
の放送法改正案が 96年放送法として成立したことを受け、98年には文化・メディア・
スポーツ相が特別指定行事リストを A、B、2つのグループに分けて発表した。

＜グループＡ＞
オリンピック
サッカー：FIFAワールドカップ決勝トーナメント、ヨーロッパ選手権決勝トーナメ

ント、FAカップ決勝、スコットランド FAカップ決勝、
テ ニ ス ：ウィンブルドン
競　　馬：グランド・ナショナル、ダービー
ラグビー：リーグ・チャレンジカップ決勝、IRFBワールドカップ決勝
＜グループＢ＞
クリケット（イングランド国内のテストマッチ）
ゴ ル フ ：ライダーカップ、全英オープン　　　　など 10イベント

グループ Aの 10イベントについては、独立テレビ委員会（Independent Television 

Committee：ITC）18の同意がなければ全放送局独占禁止、グループ Bについては衛
星有料放送の独占権は認められるが、同時に地上波局（free to air＝受信料、或いは
広告を財源とし、追加料金なしで視聴可能なサービス）の２次利用（ハイライト・ダ
イジェスト・ビデオ化）権も確保された。クリケットは 1954年当時からリスト入り
し、本来ならグループ Aに入ってもおかしくないほどの国内人気を誇る伝統スポーツ
である。しかし、従来通りの安い放送権料で国内の試合を地上波で放送されるよりは、
Bスカイ Bを通じて国外の試合中継を望み、より高額な放送権料の獲得も目指したい
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とする競技連盟側のたっての希望により、地上波にはこだわらないグループ Bに入る
ことになった。このようにユニバーサル・アクセス権を考慮することが国民の視聴と
言う観点からは望ましくても、スポーツ組織の事情から見ると必ずしも望ましくない
ケースがあり、調整は時に難航したが、グループ分けは実施から 10年以上が経過し
た。2次放送によるハイライトや録画放送が、生中継の代替としてもはや十分ではな
いなどの問題点や改善の余地が生じている。このためリストに関しては独立諮問委員
会（Independent Advisory Panel）を新たに立ち上げ、ロンドン五輪の翌 13年をめ
どに A、Bの２つのグループ分けを廃止する方向で全体的な見直しが行われる予定で
ある 19。
イギリスでは 98年に地上波デジタル放送がスタートし、衛星やケーブルだけでなく、
地上波でも多チャンネル化が進んでいる。人気スポーツの放送権は引っ張りだこで高
騰の一途にある。さらに同一イベントに関する放送権も、生放送、PPVや 2次利用権
に加え、昨今はインターネット、携帯電話向けと多岐にわたるようになり、権利の“切
り売り”も行われ、権料の総額が以前を上回る事態も珍しくない。放送権料が巨額に
なっても有料放送局は、これを販売促進費と捉えて先に投資を行い、視聴者から支払
われる加入契約料により後から帳尻を合わせていくことも可能である。これに対して、
もともと受信料や広告収入を財源とする既存の地上波放送局にとって放送権のさらな
る高騰とは、これまで保有していたソフトを次々に手放さざるを得ない事態を意味す
る。無料を前提にしたスポーツ放送はいつまで行えるのか。その明確な答えも、見通
しもない、不透明な中で生き延びることを考えつつ、有料放送局との放送権競争が今
後も長くなら、地上波局にとって基礎体力も奪われ兼ねない厳しい時代が続くことだ
けは確かである。

３．EUの視聴覚メディア政策とユニバーサル・アクセス権の明記

イギリスの特別指定行事は 2000年に欧州委員会で承認された。放送行政やユニバー
サル・アクセス権の行使の仕方に国それぞれの違いがあっても、欧州の放送市場は単
一である。したがって欧州が一つにまとまって有機的に機能していくためには、各国
の国内法が制定されるだけでは不十分で、スポーツにおけるユニバーサル・アクセス
権の扱いも「EUの視聴覚メディア政策」という観点から改めて考えておく必要がある。
域内全体のメディア政策は 80年代後半からの衛星放送やケーブルテレビの普及
動向に合わせ、当時の EC理事会が 1989年 10月に出した「国境なきテレビ指令」
（Directive/89/552/EEC） にまで遡ることができる。ここで想定されていた「テレビ」
はアナログの地上波と衛星放送で、当時は東西ドイツ間にも国境が存在していた。発
令の丸 2年後、実施に移された 91年 10月 3日がドイツ再統一の当日であった。指令は、
新たな時代の幕開けに際して情報源やメディアの多元性を尊重する姿勢を勧奨してい
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る。「かくして、各国各様のコンテンツを包んだテレビ番組が、国と言う枠組みを越
えて、視聴者の身近にあるテレビに送り届けられるようになったのである。」20国境を
越えるテレビ放送について加盟国間で基本的な調整を行っていこうとする取り組みと
姿勢は、現在まで変わっていない。ただ、この指令のスタート以降には東西ヨーロッ
パを巡る激動や、ECから EUへ欧州を束ねる仕組みの移行など、国際情勢のうねり
に加え、メディアに関しても情報インフラのデジタル化やインターネットの利用の急
増、放送と通信の融合と、実に大きな変化の時代があった。これらを経て、指令は 97年、
改正に至った (Directive/97/36/EC)。当時の構成 15ヶ国の放送法、放送行政に於ける
原則についてまとめられたものだ 21。社会にとって大きな重要性があると見なされる
イベントについて、各加盟国が放送事業者の独占を許さず、国民がそのイベントの相
当部分を無料テレビ（受信料や基本料金のみの負担で追加料金ゼロの free to air の意）
の生放送、或いは時差放送によって視聴できる機会を保障する、またそうしたイベン
トの指定リストを作成することを 3a条で義務付けている。

EUはその後の技術発展と、それに基づく様々なメディア間の競争にも全体政策を
対応させていくことを目指し、さらなる改正版として「視聴覚メディアサービス指令」
（Directive/2007/65/EC）を 2007年に採択した。これは 10年 3月 10日付で成文化さ
れている 22。ここではメディアの多元性や加盟国のメディア規制機関の独立性を保証
し、改正前と同様に、加盟国の社会にとって重要とされるイベントについて独占放送
を禁止する（３j条）他、独占放送される場合に於いても、それ以外のいかなる放送事
業者でも短いニュースリポートを行えるよう、公正、理性的、かつ非差別的にその独
占放送事業者にアクセスできることを加盟国が管轄国内で保障することが新たに加え
られている 23。「公衆が高い関心を持つイベント」の放送権自体は、放送事業者によっ
て独占的に獲得されるかもしれない。しかしながら EU域内でのニュース編集の多様
性を通じて、メディアの多元性を促し、EU基本権憲章 11条 24に認められる情報を得
る自由も含んだ表現の自由などの原則を尊重することが重要である、と「視聴覚メディ
アサービス指令」の前文 25には謳われている。このように視聴者の関心の保護に努め
る姿勢を明らかにし、国民的重要性の高いイベントに対するユニバーサル・アクセス
権を EUとして明確に保障しているのである 26。「視聴覚メディアサービス指令」は
2010年現在、先述のイギリスやドイツ、イタリア、フランスなど9ヶ国が主要行事（major 

events）のリストを作成し、EU法に基づく欧州委員会の承認を受けている 27。

第 2章　アメリカの場合：ユニバーサル・アクセス権を必要としない民放の強靭さ

1920年に初の民放ラジオ局 KDKAが誕生して以来、米国の放送界は民放一筋で歩
んできた。これが、公共放送を軸に放送の歴史が展開してきた欧州と最も異なる点で
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あり、ユニバーサル・アクセス権の概念が米国では基本的に必要とされてこなかった
最大の理由でもある。なぜなら米・民放は最初からコマーシャルベースで運営され、
民間活力の中で大きく成長してきたことで、スポーツの放送権料もその都度、常にス
ポンサー料で賄うことが可能だったからだ。これに対して欧州では、米国の民放より
かなり小さな規模の公共放送が、まず無料放送を行ってきた。その後、民放も誕生し
たが、スケールは既存の公共放送に準じる程度で、米国の比ではなかった。したがっ
て公共、民間を問わず欧州の放送局は、多チャンネル化を迎えた 90年代前後から圧
倒的な資金力を有して台頭してきた有料放送局に対して、放送権の入札で太刀打ちで
きず、ソフトを手放す事態が相次いだ。ここに、欧州でユニバーサル・アクセス権の
保護を必要とするケースが急増した背景がある。

１．オリンピックとＷ杯～国際スポーツ界に於ける米国の存在感

表 1は夏季オリンピックを例に放送権料の推移を地域別にまとめたものである。放
送権料の高騰ぶりが歴然と見て取れる中で、とりわけ米国の金額が一ヶ国であるにも
かかわらず、突出していることがわかる。

 五輪大会名 日本 
※ 1

 欧州（EBU） 米国 
※ 3

1976 モントリオール 130万   455万    2500万
    80 モスクワ　　　  850万※ 2    595万 8500万
    84ロサンゼルス 　1850万 　  1980万 2億 2500万
    88 ソウル 5000万 2800万 3億 0210万
    92 バルセロナ 　 　5750万 　　9000万 4億 0100万
1996 アトランタ 9950万 2億 5000万 4億 5600万
2000 シドニー 1億 3500万 3億 5000万※ 4 7億 1500万
    04 アテネ 1億 5500万 3億 9400万 7億 9300万
    08 北 京　 1億 8000万 4億 4300万 8億 9400万
    10 冬バンクーバー 2大会合わせて※ 5  2大会合わせて※ 5 2大会合わせて※ 5

    12 夏 ロンドン 325億円※ 6 7億 4600万 22億 0100万

＜表１＞　夏季オリンピックの放送権料の推移（単位：米ドル）

（注）
※ 1　日本はソウルまで JP（除 80年）、それ以降は JCと名前は変わるが、モントリオール以降

は全てNHK・民放連合によるコンソーシアム体制（後述）。
※ 2　NET（日本教育テレビ＝現・テレビ朝日）の単独契約だが、79年のソ連（当時）のアフガ

ニスタン侵攻に抗議し、日米中・西独など約 50ヶ国が大会をボイコットした。
※ 3　米国は 76、84年 ABC、96年 CBS、それ以外は全てNBC。特にNBCは 00～ 08 年の夏

3大会＋冬 2大会の 5大会分について一括 35億 7千万ドルという破格の額を提示、95年
末に超大型契約をIOCと結んだ。その当時、4～8年大会に関しては開催都市さえ未定だった。

※ 4　第 1章で見たようにマードックはこの時、20億ドルを提示して放送権の獲得を目指したが、
EBUにこの金額で敗れた。

※ 5　10年冬と 12年夏の 2大会合計額については、テレビ以外の動画配信権を含む。
※ 6　10年冬と 12年夏の 2大会合計額（日本）については円建て　他は全て米ドル
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注の※１にある日本の JCはジャパン・コンソーシアム（Japan Consortium）の略
で NHKと民放全局による国内連合体である。これに対してアメリカでは、伝統的に
国内の 4大ネットワーク（NBC、CBS、ABC、それにマードック系の FOX）中心の
入札方式で毎回、放送権の売却先が決まってきた。日本や欧州のように複数局による
集団での交渉を行わなくても、米国の場合、放送権料は必ず１社の資金力でカバーし
切れたのである。放送権高騰の最初の契機は、元・大リーグ・コミッショナーのピー
ター・ユベロス氏が編み出した元祖・商業オリンピックとして名高い 84年ロサンゼ
ルス大会で、この時は ABCが 2億 2500万ドルで国内放送権を獲得した。しかしさす
がの米国も 10年冬と 12年夏の 2大会合わせた契約に関しては、22億ドル余のうち 2

億ドル分を NBCの親会社である GE（ゼネラル・エレクトリック）社が 2005年から
8年間の公式スポンサー権料として支払うことで IOCと合意している。米・民放とい
えども昨今の景気の冷え込みを背景に、もはやここまでの権料の高騰ぶりに自力で処
し切れず、親会社を巻き込むしかなくなってきた証左である。それでも 11年 6月に
は、次の 14（冬・ソチ）、16（夏・リオデジャネイロ）年、18（冬・平昌）、20（夏・
開催国未定）年の４大会分を合わせて 43億 8千万ドルという新契約がまた NBCで決
まった 28。こうした数字を見るだけでも、スポーツと放送局、とりわけ米国の放送局
との結びつきがいかに強く、そしてその米国の影響力がどれほど大きいかが窺えよう。
たとえば体操やフィギュアスケートでは、テレビで見ていても面白さが感じられにく
い「規定」が廃止されたり、注目度の高いマラソンや競泳では、選手のコンディショ
ンよりも米国、特に人口の多い東部を重視して、東部標準時間（EST）のゴールデン
タイムに決勝時刻を合わせて大会スケジュールを変更する措置が取られたりもする 29。
次にＷ杯サッカーの放送権の事例を通じて、国際スポーツ界に於ける米国（商業放
送）の存在感の高まり、とともに欧州（公共放送）の弱体化ぶりを示したい。78年ア
ルゼンチン、82年スペイン、86年メキシコの３大会については、欧州を中心に、各
大陸別の公共放送の集まりである放送連合 30 が国際テレビ・コンソーシアム（ITC

＝ International Television Consortium）というさらに大きな一つの集合体を作り、
主催者の国際サッカー連盟（FIFA）と直接、放送権契約を結んでいた。74年以来、
FIFA会長だったブラジル人のアベランジェ氏が、「より多くの市民が無料でＷ杯中
継を楽しめること」を第一義に、地上波の公共放送を交渉相手とし、放送権価格より
放送時間数（露出度）を優先して考えていたからだ。日本向け権料もこの 3大会合わ
せて 600万スイスフラン（SF）という廉価で収まり、その後も 90年イタリア大会は
438万 SF、94年米国大会 500万 SF、98年フランス大会約 588万 SFと、なだらか
な推移を辿ってきた。
ところが 94年に地元大会を開催し、市場としてのサッカーの計り知れない魅力を
痛感した米国が、Ｗ杯の放送権交渉にも本格的に乗り出してきた。このため FIFAは
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民放中心の米国との放送権ビジネスに備え、これまでの方針を一変させるようになっ
た。つまり従来の公共放送優先のコンソーシアム方式でなく、交渉を自由入札に突然、
切り替えたのである。きっかけは先述の五輪放送権表 1の注※ 3にも記した NBCの
超破格契約だった。米国の放送局なら権料をここまで巨額に引き上げても十二分にペ
イできる、と理解されたからだ。その半年後の 96年夏、スポーツ用品メーカー、ア
ディダスと日本の電通とが合弁でスイスに作ったスポーツマーケティング会社 ISLの
親会社、スポリス（スイス）と、ドイツのメディアグループ、キルヒ（後述）とが合
同で、21世紀初のＷ杯 2大会（2002年日韓、06年ドイツ）分の全世界向け放送権を
28億 SF（約 2520億円相当、当時１SF=90円。内訳 02年 13億、06年 15億）とい
う桁外れな金額で落札した。98年フランス大会の際に 1億 3500万 SF（推定）だっ
たＷ杯放送権は、この取引により一気に 10倍もハネ上がったのである。
この高騰により欧州では、いずれＷ杯までもが無料放送で観られなくなるのでは、
との危機感が強まった。ちょうどマードックが人気競技の放送権料を既存の放送局か
ら次々に奪い取っていた頃でもあり、この取引は明らかに欧州ではユニバーサル・ア
クセス権保護の流れを早める作用へとつながっていった。Ｗ杯市場では米国の登場を
きっかけにFIFAが「安い放送権料でサッカーを世界に広める」考えを棄て、IOCに倣っ
た商業主義路線に方向転換したのは確かである。しかしそれ以上に 90年代からの世
界の放送を見渡すと、衛星デジタル時代の幕開けとともに有料放送が相次いでスター
トしていた。彼らは揃って契約者獲得のため、魅力的なコンテンツを探し求めていた。
従来の地上波の公共放送や、Ｗ杯市場に新しく登場してきた米・民放以外にも、誰も
が視聴したいＷ杯サッカーをキラー・コンテンツとして、“喉から手が出ても”欲し
がるメディアが衛星、ケーブル、ペイ TV、スポーツ・エージェントなど、世界中に
いくらでも存在する時代になっていた。放送権ビジネスは、この現実感覚に貫かれて
いたからこそ、余計に凄まじさを増していったのである。さらに大きな背景から考え
ると、それまで軍事目的で使われていた通信衛星の用途が、冷戦終結を機に大きく変
わっていった。経済がグローバル化し、放送電波は空中を飛び交い始めた。特に衛星
放送は、言語を同じくする域内同士でなら規制を伴わない限り、極めて短期のうちに
1社独占で市場が形成される。地域単位でじわじわと発展していくケーブルテレビ網
との大きな違いである。この当時、Bスカイ Bを傘下に収め、マードック氏が率いる
ニューズ社と、02、06年W杯放送権をスポリスとともに獲得した独・キルヒ・グルー
プとは、この衛星放送市場の覇権をめぐって、極めて熾烈な競争を繰り広げていた。
キルヒは元々、映画ソフト販売を行っていたが、有料デジタル衛星放送（PPV）を
立ち上げてからは、これを通じて独占放送を手がけるビジネスを展開し始めた。しか
しハードへの投資と同時に、Ｗ杯や F1など、スポーツ放送権の獲得に積極的に乗り
出した結果、資金繰りにつまずき、日韓大会開幕まで 3ヶ月足らずの 02年 4月になっ
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て負債総額 65億ユーロ（約 7500億円）とドイツでは戦後最大規模の破綻を来たし
たのである。同様に ISLも前年に倒産していたため、FIFAは莫大な利益を見込んで
この２社を相手に選んだつもりが、とんだ後片付けに追われる羽目に陥った。そのた
め、これ以降 FIFAはエージェントを一切介さず、内部に放送権専門の部署を設けて
直接、契約を行うようになった。米国は 07～ 14年の FIFA主催大会をパッケージに
した一括契約により、ABC・ESPNとスペイン語放送のユニ・ビジョンとが 10年南
ア、14年ブラジル両Ｗ杯を 4億 2500万ドルで獲得した。続く 18年ロシア、22年カ
タールの２大会についても先ごろ、一括販売による FIFAとの放送権交渉がまとまり、
米 FOXや豪 SBSなどが 18億５千万ドル（約 1406億円）で契約したという 31（日本
向け 02年Ｗ杯放送権に関しては後述）。
五輪の最新動向に話を戻すと、米国だけで放送権料全体の 7割近くを支払っている
一方で、欧州では見てきたように、放送界と競技団体とが常に手を取り合い、互いに
発展し合ってきた。よってこれまではごく自然な成り行きで、この地域の公共放送の
集まりである欧州放送連合（EBU）に放送権が渡ってきた。10年冬と 12年夏の 2大
会セット交渉でも、全て無料放送であることを前面に押し出し、はるかに高額を提示
していた衛星デジタル放送やペイテレビを辛うじて抑えることに成功した。しかし、
こうした視聴者のユニバーサル・アクセス権を錦の御旗にした交渉も、もはや神通力
とはなり得ない。というのも 09年 2月、IOCは次の 14年冬のソチ大会（ロシア）と
16年夏の大会（IOCの放送権売却先発表時には開催都市未定で、その半年後、リオ
デジャネイロに決まった）の 2大会を合わせた欧州 40ヶ国向けの放送権をフランス
系スポーツ・エージェント SPORTFIVEに売却したと発表したからだ。3億 1600万
ドルという額は、テレビの無料、有料放送、インターネット、携帯などあらゆるメ
ディアプラットフォームを含む 32。この発表では明らかにされなかったが、関係者の
話ではこの成約 2ヶ月前、IOC は EBUの提示額を拒否した上、総額 10億ドル以上
の要求を逆に出しもしていたという。合意についてロゲ IOC会長は「オリンピック放
送の刺激的な新時代になる。できるだけ多くの人が最良の五輪放送体験へのアクセス
を可能な限り確実にしていけるよう我々も努力する」と述べた 33。既にイタリアでは
SKYイタリア、トルコはフォックス・トルコと、マードック系の放送局が EBUとは
別個にこの五輪放送権を獲得済みだが、これらの国でも「全国民が五輪をテレビ視聴
できるよう、無料放送局を介した放送も必ず行う」ことが契約の条件になっている。34 

IOCは今回、EBUを欧州での放送事業者に選ばなかったが、それでもユニバーサル・
アクセス権は別の形で配慮していけるのだとする姿勢を、このような会長コメントに
よって強調することも忘れてはいない。今後も英、仏、独、スペインの各国とは個別
に交渉を行う予定で、同じユニバーサル・アクセス権の保護重視を打ち出すにしても、
公共放送の連合体である EBUが一括して放送権を獲得し、人々にテレビ観戦の機会
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を与える手法は事実上、終わりを告げたのである。IOCとEBUとの 50年に及んだパー
トナー関係にはピリオドが打たれたと考えていい。
一方、欧州では既に 40年ほど前から、経済活動である限りスポーツに関しても EU

（当時は EC）の法規に従うことが明記されている 35。 オープン、かつ競争的で有効
な単一市場のためという統一欧州的観点から見ると今回、IOCがこの半世紀で初めて
EBUと契約を結ばなかった事実も、より高い価格で獲得を望む新規の放送事業者に
権利を売却した経済活動として考えるなら、ごく自然の成り行きである。EBUが欧
州各国公共放送の集団として、これまで一種のカルテルを結ぶような形で団体交渉を
行い、ユニバーサル・アクセス権が理由だとはいえ、それを盾に、より低い価格で放
送権を獲得できる方向に話をまとめていたことの方が、むしろ時代の趨勢に合わなく
なったのだという見方も出来る。それに対して米国では、放送誕生当時からスポーツ
を取り巻く世界は徹底的にビジネス視されてきた。だから逆に商業の枠組には収まら
ないと判断されるものについては、欧州よりもはるかに早い時期から、逆により明確
にビジネスからの除外を宣言されてきた。1961年スポーツ放送法の場合がそれに当
たる。

２．米国内のあゆみ～ 1961 年スポーツ放送法、反トラスト法、反サイフォニング規制

1920年の KDKA登場以来、スポーツ中継を行う米国のラジオ局がネットワークを
組む形で全米に聴取範囲を拡大していったことは前章で触れた。当時、圧倒的に人気
があったのはボクシングだったが、日常的にニーズがあったのは野球（大リーグ）だ。
放送権もボクシングから始まったが、その考え方はすぐに大リーグに広まり、1920

年代から地元球団とその試合中継を望む地元放送局との間で 1対１の契約が交わされ
るようになった。サッカーと同様に、野球もホーム＆アウェーで試合が行われる。ア
ウェーのゲームでは相手チームの実況担当ラジオ局に情報やデータを依頼し、逆に
ホームゲームの場合は、ヴィジターチームの本拠地のラジオ局から頼まれ…というよ
うに、ラジオ局同士のやり取りやつながりは次第に強くなり、ネットワークを組む方
向へと発展していった。さらに地元チームが優勝争いに加わり始めると、放送は地元
ローカルのためだけでなく全国的にも需要が高まってくる。このため、放送権もネッ
トワーク全体としてチームと交渉するように変わっていった 36 。1950年代に入ると
大リーグ（MLB）やアメリカン・プロ・フットボールの NFLといったスポーツ組織
が一括方式（プール）で放送権を管理するようになった。リーグ全体の利益向上を理
由に、チーム単独での交渉や競争を制限し始めたが、連邦地裁からは逆に放送権を排
他的に付与する仕組みが反トラスト法（独禁法）違反だとされ 37、敗訴するケースが
相次いだ 38。そこでNFLは「スポーツは社会の公共財」をキーワードに圧倒的なロビー
活動を展開した。欧州では、各国の公共放送が集まって EBU（欧州放送連合）とい
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うグループを作り、ユニバーサル・アクセス権の保護、実現のため、IOCや FIFAと
それぞれオリンピックやＷ杯の放送権交渉を一括して行うのが慣例になっていたこと
は先に述べた。米国では、それとはまた異なる形で、しかし欧州の場合と同様、スポー
ツの公共性に照らすことで放送権の一括交渉に正当性を求めた結果、1961年スポー
ツ放送法 39が制定された。先の 2リーグに全米プロバスケットボール協会（National 

Basketball Association：NBA）、全米ホッケーリーグ（National Hockey League：
NHL）を加えた 4 大リーグについて、「テレビ放送権契約の一括締結は反トラスト法
の訴追対象から免除する」という特別待遇が実現したのである。放送権を一括管理し
て収益を分け合う手法は晴れて合法化され、戦力均衡を目指した高収入球団から低収
入球団への「収入分配制度（revenue sharing）」ともども、この時から一般化された。
スポーツ放送もまた排他＝独占性を強め、「メディアとしての価値」を著しく高めた。
ここにもユニバーサル・アクセス権が成立するのと同様の、「スポーツは公共財」と
いう考え方と社会的な合意が根拠として存在している。その結果は、「競争を独占に
置き換えた場合に得られる事例として、優れた教科書に載っているのと同じくらいに
効果的」だった 40。すなわち試合数は半減し、NHLを除いた 3大プロスポーツの放
送権料は3倍に跳ね上がったのである。ただし、当時はケーブルも衛星放送も存在せず、
スポーツ放送法に言う「放送」とは地上波に限られていた。よって厳密には現在のリー
グ一括契約は反トラスト法違反を問われ兼ねないのである。
これに関連して、ユニバーサル・アクセス権にも関わり得る、最近の 4大スポーツ
とケーブルテレビを巡る動向について付け加えておく。現在、各リーグは自ら 24時
間放送のケーブル・チャンネルを保有、運営している 41。しかし出来るだけ多くの人
に番組を観てもらうためには、まずケーブル事業者 42がこれらのチャンネルをスポー
ツマニア向けに限らず、「ベーシック」と呼ばれる契約者全般に広く見られる基本パッ
ケージ、もしくはそれに準じた、追加料金の発生しない“定食コース”に組み込むこ
とが必要だ。しかし目下はなかなかそうなっていないのがリーグ側の最大の不満であ
る。近年、スポーツイベントの放送権は地上波からケーブル局へと移行する傾向が強
い。大リーグでもリーグ優勝決定シリーズが 08年から初めてケーブルに移った。ウィ
ンブルドンの米国内放送権も 12年以降は、これまで 43年間にわたって放送してきた
NBCから、ディズニー傘下のスポーツ専門ケーブル局 ESPNに渡ることが正式に決
まったばかり 43。「ライバルに高値をつけられた」とする NBCのコメントからは、高
騰を続ける放送権を持ち切れなくなったネットワーク ･テレビの苦悩が伺える。4大
スポーツはこうしたケーブル旋風をテコに、自前のチャンネルを通じてケーブル視聴
者に向け、さらに積極的にアピールしていきたいのだが、自由競争によって放送権の
ケーブル移行が進んでくると、今度はアメリカでも地上波視聴者のユニバーサル・ア
クセス権保護を求める声が出ないとも限らない。ケーブル・チャンネルとしてそれだ
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けは阻止したいのと、スポーツ放送法がケーブルをカバーしないことを根拠に、放送
権の一括交渉を反トラスト法違反と取られないよう、静観せざるを得ない状況にある。
他方、全米に一万以上はあるといわれるケーブル事業者は、どれもがほぼ地域独占
だ。米国の放送に関する独立行政委員会である FCC（米連邦通信委員会）は、競争原
理の導入を念頭に、メスを入れるタイミングを見計らっているとも言われる。ゲナコ
スキー委員長 44をトップとする現 FCCは、「開かれたインターネットと多様なメディ
アを通じた意見交換」をオバマ政権の通信政策の要に、放送の社会的地位や地域にか
かわらず、すべての人が情報インフラを利用できる、ユニバーサル・アクセス権の延
長線上の、いわゆる「ネットの中立性」45までを実現すべき大きな柱と考えているか
らだ。この方針と、ケーブルを通じた更なるスポーツの普及を狙うリーグ組織側の思
惑とは、ケーブル事業者の現状打破、という方向性では一致する。しかしリーマン・
ショック以降、広告料と言う単一の収益モデルである地上波テレビ局の経営が悪化
し、スポーツ放送がリーグの意や主張を受けてケーブルや衛星放送などの有料放送へ
とさらにシフトしていくなら、反トラスト法の厳密運用が現実味を帯びる可能性もあ
る。鍵を握る司法省バーニー反トラスト局長は、「市場の競争は消費者利益に直結する」
と強く主張する反トラスト法の専門家である。スポーツリーグ側も、ケーブル側も、
それぞれに衝かれたくない点を持つ中で、事態がこれ以上、錯綜すると、判断の拠り
所は 60年代にも問われた「スポーツは社会の公共財か」という一点に絞られてくる
だろう。
また FCCは 1950年代から、NCAA（全米大学）男子バスケットボールの優勝決定
戦といった特定スポーツや映画など、テレビ局が放送権を確保して無料放送を行って
いるコンテンツをケーブルなどのペイ TVのオペレーターに渡さない方向の検討に入
り、75年に「反サイフォニング規制」として発表した。放送に於けるサイフォニング
とは放送局が他局の人気番組を「吸い上げる (＝ siphon)」こと。より詳しくは、有
料テレビ局が人気スポーツの放送権を獲得して独占放送すると、それまで無料放送し
ていたテレビ局から番組ソフトを「吸い上げ（サイフォンし）た」ことになり、ファ
ンにとっては有料視聴契約を結ばなければ観戦できなくなってしまう。このため、オー
ストラリアなどでは、公共性のある重要なイベントについては、こうした独占放送
契約を排除し、ユニバーサル・アクセス権を保障する「反サイフォニング法（Anti 

Siphoning Law）」を制定している。FCCの規制は、スポンサーの広告費によって獲
得した放送権に基づいてテレビ局が無料放送している番組（スポーツや映画）を、自
分たちの利益につながる形で利用してはいけない、というものだが、ケーブル最大手
の HBOが控訴した。裁判所は、ケーブル加入者から得た視聴料が無料放送局に於け
る広告料以上の価値を著しく成す場合もあり、「サイフォニングは可能」として規制
の必要性を認めないどころか、表現の自由を謳った合衆国憲法修正第一条違反により、
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FCCの規制は無効であるとの判決を下したのである 46。以来、「ケーブル事業者も、
新聞発行者が有するのと同様の修正第一条を享受する」として、規制機関の関心事を
促進するより、表現の自由を制限する方が深刻であるとの違憲判断が確定し、米国で
はその後もユニバーサル・アクセス権を保障する反サイフォニング法は存在していな
い。
アメリカでスポーツとテレビといえば、忘れてならないのが「スーパーボウル」だ。

11年の第 45回大会はマードック系の FOXが中継を担当し、コマーシャルも 30秒当
たり 300万ドルと好調で、景気不振でも広告に支えられる米民放の底力をしっかり示
した。FCCも 80年代以降、番組時間内のコマーシャル枠を大きく緩和したように、
放送が産業であることの痛感される競技がアメリカンフットボールだ。試合にテレビ
CMを入れるためのブレークが初めから設定されているため、1、2分単位で突然、プ
レーを、しかも頻繁に中止して放送局のCM露出に協力する。米国でもＷ杯人気が随分、
高まってきたことは述べたが、それでも欧州版フットボールであるサッカーがこの国
になかなか根付かない理由の一つに、CMの入れづらさがあるのは間違いない。スー
パーボウル当日には近所同士で集まり、ともに試合をテレビで楽しむ「スーパーボウ
ル・パーティ」もよく行われる。試合中継にコマーシャルが多過ぎるため、皆でパーティ
でもしていなければ、手持ち無沙汰で到底、見ていられないからだと自嘲的に話す米
国人もいる。
　
第 3章　誰もが見たいスポーツ放送の欧米的意義

１．スポーツを伝える大前提

近代スポーツの夜明けとともに 19世紀から発展してきたスポーツ・ジャーナリズ
ムと 20世紀生まれのスポーツ放送とでは大きな違いがある。スポーツ放送はスポー
ツ・ジャーナリズムの一部というよりも、放送の一形態として強く意識されてきた。
その技術と速報性を以って現場の臨場感をまるごと、お茶の間に届けることが最たる
使命だからだ。もちろん同じスポーツ放送に携わっていても、中継ディレクターでな
く、ニュース報道に特化した記者なら、新聞（スポーツ紙、あるいは新聞にニュース
を配信する通信社も含む）記者たちと同じ現場で、華やかな舞台裏に潜む問題点など
も取材するのは当たり前だ。それでも、歴史的にとりわけメディアの先輩格である新
聞は、後発の放送メディアの役割を、自分たち（報道）とは全く違う世界、つまり視
点を持って何かを考えることよりは、画面を眺めて楽しめるバラエティや娯楽の世界
に見出そうとした。ニュースに発揮される速報性の威力は看過しがたいとしても、映
像がもたらす夢や憧れの部分にこそ、放送の意義はあると活字の担い手たちは思いた
がった。よってスポーツの場合、試合展開のはらむドラマ性ゆえに、報道としてより
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は、エンターテインメントと同じ括りで扱われる方が多い。その意味で放送メディア
にとってのスポーツとは映画と同様、たとえお金を支払ってでも「全部、見たい」と
視聴者に思わせる内容を初めから期待される宿命を背負ったソフトである。一つの試
合で約 2時間と、かなりまとまった時間での放送が可能な上、状況とタイミングに合
わせて機転を利かせる現場判断と、そこにいつでも向かって行ける専門職的な仕込み
を除けば、敢えて手をかけて作り込まない方が逆に、その場の興奮も含めてそっくり
全てが伝わりやすい特徴もある。好むと、好まざると、こうした点を十分に理解して、
見る者が心揺さぶられるシーンを余すところなく伝えられるなら、スポーツは最強の
キラー・コンテンツたり得る潜在性が確かにある。ここに、スポーツ放送とユニバー
サル・アクセス権とが結びつく大前提がある。
　
２．民活のアメリカ対公共性の欧州

近代スポーツが英国で生まれ、それを伝える活字メディアも育ち始めた 19世紀後
半以降、欧州では大衆のスポーツに対する関心の火が点いた。もちろん、大西洋を越
えた米国でもそれは同じだった。しかしアメリカ人は何かにつけ、商業主義の持つ底
知れないパワーを物事の発展に巧く活かすセンスに長けていた。スポーツに於いても、
そして新たに誕生したばかりの放送と言うメディアに於いても。お上の意とは全く別
の形で 20世紀最大の“おもちゃ”を二つも手に入れたところで、民間の活力を何よ
りも信じる彼らは自分たちならではの産業というスタイルで、これらをともに大きく
育み始めた。
例えば 19世紀半ば、英国には既に London Sporting Magazineなど、アメリカが
その後、手本にしたスポーツ雑誌が存在した。スポーツと向き合う社会の姿勢には英
米間にまだ大きな隔たりがあった。米国では、ピューリッツァー賞にその名を残すハ
ンガリー系アメリカ人ジャーナリスト兼新聞経営者のジョセフ・ピューリッツァーが
1880年代、ニューヨークで最大の販売部数を誇る New York Herald 紙を買収し、自
らの New York World 紙と統合させるに当たり、新聞初の「スポーツ部」を創設した。
単なる勝ち負けではない、選手のより人間的な部分に光を当てることにより、スポー
ツは当時のニュー・ジャーナリズムの旗手としてのテーマたり得ると考えたからだ。
試合の結果を伝えるニュース以外にも、その裏のドラマが語る人間臭さがスポーツの
もう一つの大きな売りになると、ピューリッツァーはメディア黎明期にあって早くも
見抜いていたのである。
それから半世紀後、新聞業界全体が商業ベースに乗って拡大基調に入り、大リーグ
野球の発展とともに、「スポーツ記事が新聞に載るのは当たり前」の時代を迎えた。
ラジオもその動きの仲間入りを果たそうとしていた。スポンサーやマーケティングな
ど商業主義のあらゆる手法を用いて、自分たちのおもちゃを極上のエンターテインメ
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ントにまで仕立てていこうとする彼らの情熱は、既に全く独自のアメリカン・ドリー
ムに向かってひた走り始めていた。
英国でも 20世紀に入る頃から、フットボール（サッカー）が紙面に登場し始めた。
労働者階級の識字率が上がり、印刷技術が進み、スポーツの一瞬を切り取る写真掲載
が始まり、大衆紙が誕生した。Daily Mirrorはイギリスで初めてサッカーを伝えたタ
ブロイド紙だ。英国社会でもスポーツは、その写真報道とともにニュー・ジャーナリ
ズムの実践として人々の間に定着し始めた。サッカー・ジャーナリズム自体は決して
大衆紙が編み出したものではなかったが、ヒーローを作ることによって読み手（大概
は男性）の日常生活にサッカーを特別な楽しみとして巧妙に根付かせ、購買部数の増
加につなげていった。こうした新聞の“売らんかな”路線も含め、商業主義は欧州で
もスポーツとメディア（新聞）に不可欠なキーワードになっていた。観客動員による
入場料収入を主財源にした球団経営に加え、サッカーくじや野球カードによるマーケ
ティング…、そして新聞メディアはさらに自らスポーツイベントを創出し、主催者の
側に回ることで関係者しか知り得ない内部情報を切り売りし、独占インタービューや
スクープ記事に仕立てて販売部数の拡大を図る路線を打ち出した 47。この「独占」と
いう概念が、放送メディアでさらに莫大な経済価値を生み出す仕掛けを作る。商品の
希少性を操作して市場価値を吊り上げるからだ。ユニバーサル・アクセス権を巡る 90

年代の議論の発端となった Bスカイ Bとマードックの成功の背景も、この戦略の延長
線上にある。
スポーツという新興産業が台頭すると、競技に対する新しい価値観も生まれた。ク
ラブ単位での国内のリーグ戦やトーナメント大会に加え、20世紀前後からは五輪や世
界選手権、W杯サッカーなど、国境を越えて競い合う国際大会が相次ぐようになった
からだ。「代表」というチーム編成による国別対抗戦は、応援する側にとって、もう一
つの見逃せない楽しみが増えることを意味した。その際、国という概念でスポーツを
語り、人々の帰属意識を高めるのに大きな役割を果たしたのが、まずは大衆紙を中心
とした活字メディアだが、その後、英国に登場した公共放送は、何と言っても商業主
義の洗礼を一切、受けていないため、国を語るにはうってつけの役割を担うことになる。
放送＝ラジオの時代は、大西洋の両岸ともに第一次世界大戦後の 1920年代に始
まった。イギリスに於ける放送は国の主導で生まれた。1922年、マルコーニ社をは
じめ無線機メーカー６社共同で合弁会社「イギリス放送会社（British Broadcasting 

Company）」を作らせる代わりに彼らの受信機の国内販売を保護し、放送の独占権を
与えて放送を管理、掌握しようと考えたからだ。そのわずか 2年前（1920年）の 11

月 2日、アメリカでは電機メーカー、ウェスティングハウス社の後押しにより、産声
を上げた初の民間放送局 KDKA（現 CBSピッツバーグ）が、この日の大統領選挙で勝っ
たハーディングの名前を連呼しながら、開票速報を伝えていた。以来、同様の商業ラ
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ジオ局が相次いで生まれ、5年後（1925年）には全米 571局、ラジオ所有 275万世
帯（普及率 10.1％）という広がりを見せたが、一方で周波数の割り当て問題が深刻化
し、混信（broadcast chaos）が頻発した。こうした放送障害を避けるためにも、イギ
リスは電波を一元管理して公共性をさらに強める放送行政の路線を考え始め、1927年、
公共放送としての BBC（British Broadcasting Corporation）が誕生した。
大衆紙や映画といった当時のマス・メディアが商業的利益のため、人々の欲するも
のを思う存分、提供して堕落させるのとは異なり、BBCは商業的利益を追求せず、教養・
道徳的な番組を提供することで大衆を公衆へと成長させる、それこそが最大多数の最
大利益を実現する公共サービス Public service であり、それを行うのが公共放送だと
する意気込みは、初代会長ジョン・リースの考え方に負うところが多い。放送を通じて、
政治をはじめ、様々な現象を国民に共通する文化として伝えていくとの覚悟であった。
「国」を背負ったスポーツを報じるには、経済的価値観を最優先する商業メディア（新
聞）より、公共放送の方が相応しいのではとの見方が広がっていく。当初は公共性云々
と言う以前に、放送メディア自体が何でも初めて尽くしの挑戦期でもあったが。第一
次世界大戦後の、つかの間の平和な時代にラジオは欧州の地にも舞い降りた。テレビ
の方は二大戦間に各国とも試験放送には踏み切ったものの、第二次世界大戦で再び壊
滅的被害を蒙った彼の地では、米国と異なり、テレビが市民権を得るには戦後暫くま
で待たねばならなかった。
アメリカは第二次大戦中も本土（ハワイを除く北米大陸）攻撃を受けず、ラジオの
商業放送は順調に発展し、次々に地元密着型のスポーツ放送にも取り組むようになっ
た。視聴者にとってはコマーシャル付きでも無料の放送が花盛りで、もとより商業主
義路線を強く帯びていたスポーツには、娯楽産業としてのイメージが華やかに加わっ
ていった。スポーツ放送に於いても、イギリスのように「公平性」（impartiality）が
強調されることはなかった。
これに対してBBCは創設以来、国家、国民（the Nation）の促進に寄与し、これを守り、
反映させなければならない義務があった。スポーツ中継も、スポーツを特別な「国民
文化」と見なし、国の重要な一部だとする、米国とは異なる観念的な規範の枠にはめ
られていた。創設時に定められた BBCの紋章には、国を象徴するライオンが放送を
表す稲妻をその手に掌握する下に Nation shall speak peace unto Nation（民は民に
平和を語らん）と記されてある。ここでも主体はあくまで国家、国民（the Nation）
であった。
スポーツを国民文化の一部とすることが出来るなら、これを共有することで、人々
は国に対する、より強い愛着と一体感を持つことが出来る。スタート当初、BBC が夜
の短い時間帯しか放送できなかったように、ラジオの速報性と「ニュース」としての
潜在的威力は、新聞メディアから非常に警戒されたが、スポーツ中継に踏み切ったこ
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とで、その娯楽性が社会に認められ、スポーツ番組は次第に強化されていく。ラジオ
が新聞とニュース性を競い合う場面は巧みに避けられ、誰が見ても手放しで一緒に応
援したくなる感情を共有できるスポーツは人気が高かった。特にイングランドで生ま
れ、その強さを世界に誇れるサッカーやラグビーなど、国民的近代スポーツの国際大
会は、イングランド代表の試合を中心に率先して取り上げられるようになっていった。
しかし、スポーツ・ジャーナリズムとスポーツ放送との乖離はさらに強まっていく。
新聞記者には求められて当然の視点や切り口、表現の質ではなく、スポーツ中継に期
待されたのはコメンテーター（解説者）も含め、事実を事実として忠実に伝えること
の出来る、客観的かつ中立的なスタンス、それでいて試合展開に於いて適宜、国への
帰属、忠誠意識も視聴者に持たせることの出来る一体感の演出であった。
こうして同じ娯楽と言う言葉を用いても、それが表すものは早くも 1930年代には
英米で全く異なっていきつつあった。市民から見た「スポーツのユニバーサル・アク
セス権」の行使とは、いずれにせよ、スポーツ放送が社会に深く根付いた結果、自分
たちの内側から、その放送を「見たい」と自然に沸き上がってくる欲求の満足に他な
らない。米国では 21世紀の今に至るまで、何とか全て自前の民間の活力で放送権料
を賄い切れてきたため、国民にスポーツを「見たい」、「見られなくなったらどうしよう」
と思わせることがなかった。だからと言ってスポーツ放送と社会との結びつきが弱い
のではない。むしろ全く逆のスポーツ大国である。欧州の場合は、地上波局の規模が
公共放送を中心にアメリカほど大きくなかったため、多チャンネル化の時代を迎えて
登場した有料放送を前に、放送権を維持できず、ソフトを多々、失う結果となり、国
民の無料視聴を国がユニバーサル・アクセス権として保障せざるを得なくなった。メ
ディアとスポーツとが、よりいっそう固い結びつきを示す時、両者の間をつなぐ国民
がスポーツをどう捉えているか。その視点自体がスポーツ文化の一部として、ユニバー
サル・アクセスの概念を成立させる大きな背景になっている。

第４章　結びにかえて～日本社会とスポーツの不思議な関係

１．新たな局面を迎えた日本の放送市場

2011年 10月１日、日本列島では BS デジタル放送のチャンネル数が 24 に倍増し
た。7月に地上波がデジタル移行し（震災被災の東北三県を除く）、放送衛星から同時
に送られる BS放送もデジタル化されたからだ。デジタルテレビへの買い替えが進み、
ケーブルテレビ対応のマンションも増えるなど視聴環境が整い、拡大した BSデジタ
ル放送市場には従来の CSからの参入組も含め、映画やスポーツ、アニメの専門局が
多々登場した。昨今の経済情勢により、広告による収益が見込めない以上、無料放送
では通販番組主体に偏る、として総務省の審査でも有料放送であることを重視した結
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果、新チャンネルは殆ど有料放送で、12年春にはさらに 5社 7チャンネルが加わる。
視聴者にとっては選択肢が広がる一方、各局ではその視聴者獲得競争が激化するのが
必至で、新たなスポーツ放送への動きの活発化も十分、想定できる。
かつて「電波の希少性」を理由に新規参入が規制され、庇護のもとで収益が保証さ
れた寡占状態の放送事業界に多チャンネルのデジタル放送時代が到来する。護送船団
方式に守られてきた銀行が金融業界を襲うビッグバンに晒され、吸収・合併を繰り返
していった場面と、どこか似通って見える。BBCが ITVと放送市場を分け合ってい
た 90代以前のイギリスで、国民の大半がテレビのチャンネルは二つで十分だと思っ
ていたように、大概の欧州国でも当時は皆、似たり寄ったりだった。そこに DTH

（Direct-To-Home）のような新しいプラットフォームが登場して、衛星放送の電波が
降り注ぐようになり、チャンネルがどれだけあるかさえ、わからなくなってしまった。
Bスカイ Bという一大有料衛星局が登場して巨大資金をバックに公共放送中心の地上
波局をなぎ倒し、人気スポーツの放送権を根こそぎ奪取した結果、視聴者は従来の無
料放送でスポーツを楽しむことが出来なくなり、ユニバーサル・アクセス権の擁護と
そのための規制法の導入が本格化した。衛星新時代を迎えるこれからの日本でも、果
たしてこれと同じような状況が襲来しうるのだろうか。

06年に行われたアジア太平洋地域における衛星 DTHビデオサービス市場に関する
調査48によれば、この衛星 DTHによる有料放送はこの 10年間、衛星ビジネスの強力
な推進要因で、今後も引き続き信頼できる収益源になる傾向が特にアジア太平洋地域
で強く、市場の収益は 1999年の 14億米ドルから 2005年には 192.4億米ドル、さら
に 2012年には 450億米ドルに達すると予測されている。別の調査 49でも、北米や欧
州のように DTHの有料放送が利用可能になって 5年以上経つ国々では既に市場が熟
し、加入者の伸びも鈍化しつつあるが、21世紀以降にこれらのプラットフォームが導
入された国々では成長率が高く、特にインドでは加入者の増加より速いペースで市場
が成長し続ける、との指摘がある。表 2は、アジア・太平洋地域に於ける有料放送加
入費も含んだ各国のテレビ広告費の現状と 5年後の予測動向である 50。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＜表 2＞アジア太平洋地域に於けるテレビ広告

   2011年 2016年
日　本 11.0 11.6（２）
中　国 　　 9.2 　　14.9（１）↑
オーストラリア      3.4  　　 4.1（４）
韓　国      2.5       3.9（５）
インド      2.5       5.4（３）↑
インドネシア      1.0      2.0（６）
フィリピン      0.9      1.3（７）

（単位：10億ドル）

出典：Media Partners Asia
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中国と並んで高い伸び率の見込まれたインドでは年間平均 15％という成長率に支え
られ、DTHのような新しいプラットフォームに毎年、8～ 900万人の加入が見込ま
れるが 2011年現在、アジア・太平洋地域でトップに立つ日本（110億ドル）も 5年
後には２位中国（92億ドル）や韓国と並んで 4位につけるこのインド（25億ドル）
に抜き去られ、中国（149億ドル）、２位が日本（115億ドル）、３位がインド（54億
ドル）と入れ替わると予測されている。
中国の DTHサービスは 2007年当時には三つ星以上のホテルや外国人駐在員向けの
みで、個人の受信は禁止されていた（中国国務院 129号令）。それでも個人向けの闇
業者はしっかり存在していたが、北京五輪を 2ヵ月後に控えた 08年 6月、中国初の
直接受信（DTH）用衛星「中星 9号」が打ち上げられ、「五輪開幕前には使用が始まり、
数千万世帯で北京五輪の熱戦が生中継で観戦できる」と報じられた 51。
つまり日本でも BSデジタル化を機にライバル局が増え、放送事業はある程度の活
況を呈し、競争が激化することで、業界全体が再編に向かうであろうことは予想でき
る。ユニバーサル・アクセス権の見地からこの現象が、果たして視聴者の利益にかな
う形で実現されるかのどうかが最も重要になってくる。

２．日本におけるユニバーサル・アクセス権の可能性

日本でこの問題に関して国のレベルで論じられた機会がただ一度だけ、ある。平成
8（1996）年、当時の小杉隆文部大臣から「生涯にわたる心身の健康の保持増進のた
めの今後の健康に関する教育及びスポーツの振興の在り方について」諮問を受けた保
健体育審議会が、翌年に行った答申の「Ⅶ 競技スポーツの振興」で、この分野の論点
を審議してきた特別委員会が当時「どうしても敢えて触れておくべきだ」としてこの
章の最後に盛り込んだ内容である 52。

（テレビ放映権）
最近における国際競技大会のテレビ放映権の高騰や、テレビの多チャンネル化など
に伴い、スポーツ界において、放映権収入が占める割合はますます大きくなっている。
一方、放映の形態によっては、特別の契約をしていない一般の視聴者は見ることがで
きなくなるなど、スポーツの普及の観点からの支障が出ることも考えられる。したがっ
て、放映権の契約に当たっては、マーケティングの観点だけではなく、スポーツの普
及の観点も併せて考慮する必要がある。
なお、今後、我が国における有料テレビ放送の普及状況や諸外国における動向を見
守りつつ、必要な場合には、契約に際しての具体的な基準の設定などについても研究
していく必要がある。
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この答申から 5年後の 2002（平成 14）年 6月、アジア初のワールドカップ・サッカー
が、日本と韓国という、これもまた世界初の二カ国共催の形で開催されたが、この大
会の放送権は答申の前年に、従来の国際コンソーシアム方式でなく、スポリスとキル
ヒという 2社のスポーツ・エージェントが 02及び 06年大会合わせて 28億スイスフ
ランという額で落札したことには先に述べた。答申はそれ以降、開催国、日本の放送
権交渉の行方がまだ明らかになるより前に出されている。日本国内の放送権は従来通
りの JCに対して最初は 2大会合わせて 540億円相当、その後、02年のみで 250億
円相当と、天文学的な数字の提示を受けた（98年大会は 6億円弱）。余りの高額に JC

側が躊躇している間に、代理店側は関心を示す有料衛星（CS）放送のスカパーを交渉
の主軸に据えてしまった。ここでスカパーが単独で放送権を獲得し、国内独占放送を
断行していたら、極端な想定ながらも、日本は開催国でありながら有料放送でしかＷ
杯が見られない状態に陥っていたかもしれない。しかしスカパーは CSによる全（64）
試合放送権を獲得し、しかもこれを無料放送する方向を決めたため、JCは目指して
いた 40試合を NHKと民放とで分け合い、地上波放送することに落ち着いた。最終
的な放送権料はスカパーが 1億ドル（120億円相当）、JC が 5300万ドル（約 64億円
相当）で 53、前回 98年大会の 30倍以上と言う高騰ぶりを示した。スカパーが自分た
ちだけの完全独占となる 24試合分も含め、全て無料放送を決めたのは、ユニバーサル・
アクセス権に重きを置いたというよりは、まだ新しい放送局に悪辣なイメージをつけ
ず、逆にＷ杯を自分たちの知名度アップや加入者勧誘の材料にしたい、という戦略が
あったからだといわれる。結局、続く 06年ドイツ大会でもスカパーは JC と足並みを
合わせて交渉を行い、ドイツとの時差もあって翌日の録画再生による全試合 CS 放送
権を 10億円台で、JCは前回同様の 40試合分を 138億円でそれぞれ獲得した。
以上の経緯からわかるように、欧州では有料衛星放送の登場以来、サッカーをはじ
め各種スポーツソフトは“打ち出の小槌”と化し、独占放送の嵐に見舞われたが、日
本では FIFAや IOCとの交渉方法の変更により放送権は高騰したものの、それを契機
に有料放送が独占放送を徹底的に貫くことにはならなかった。この現象からも、日本
では今暫くユニバーサル・アクセス権が取り沙汰されるような事態は起きにくいので
はないか、と考えられる。一つには、どんなに大枚をはたき、また周囲から文句を言
われようとも、独占放送に踏み切って尚、おつりが来るくらいに旨みのあるスポーツ
ソフトが日本には成立しにくいからである。自国開催のW杯サッカーでさえ、最後
は有料放送と JCとの協調で落ち着いた。答申遵守といえば聞こえはいいが、そこは
ビジネスの世界だ。日本で有料放送を展開していくのに、どちらが総じて得かという
そろばん勘定を経た上での決断のはずだ。
スポーツの側から見れば、ユニバーサル・アクセス権の論議が巻き起こるくらいの
方が、レベルが高く成熟している証左だといえようが、幸か不幸か、日本の社会に於
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いては文化度も含めて、スポーツはまだその域に達していないというのが現実だ。放
送する側の立場で言い換えると、有料放送局が、よそからどう思われようとも放送を
「独占」し、ずっとPPVで放送していたくなるような永続的魅力と迫力のあるスポーツ・
コンテンツが育っていないということになる。もちろん、そうしたスポーツが仮に出
てきた場合も、有料放送のスポーツ独占に規制をかけられる法律が、日本にはまだ存
在していない。国民にスポーツを見る権利を保障するには、スポーツにまず、公共性
をどこまで認めるかという問題とともに、メディア自身の公共性をどう認識していく
のかという問題もある。これらを議論もせず、いきなり多チャンネル時代に突入して
いくのは余りに不用意である。答申にもあるように、放送権についての研究だけは重
ねておかなければ、不測の事態に対処もできない。「スポーツ放送」と言う時に、スポー
ツと放送のそれぞれについて、公共性をどう規定するか、社会の共通認識が求められ
るのはもちろんだが、その議論の主人公はスポーツ組織や放送局に加えて、視聴者自
身でもある。スポーツを見る権利は、確かに放送権事業というスポーツ組織と放送メ
ディアとの交差点に創出された新しい産業の行方に左右されている。しかし商業主義
的価値観を強く貫きながらも、このビジネスは、それぞれの社会自体の価値観に照ら
しながら、メディア、法規制、文化など、多彩な面から全体論的な分析を必要とする
ものだという認識も持たねばならない。放送主体に加え、そこから流れ込む放送権料
で肥大化する一方のスポーツ団体と、放送を通じてスポーツを観る視聴者とが相互に
ウィン・ウィンの関係で結ばれ、三位一体の状態に置かれる時、ユニバーサル・アク
セス権は誰もがスポーツの存在によって満足を感じる最適解として存在し得るのでは
ないか。日本でも視聴者を含めた全ての人がその最適解を模索しながら、21世紀の新
しい放送の中にスポーツを意義づけていく営みが求められている。
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